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桶川市議会議員の身上及び通称名等使用の届出に関する要綱  

(平成２７年１１月１２日議長決裁) 

(目的) 

第１条  この要綱は、桶川市議会議員（以下「議員」という。）の身上及

び議会において使用する氏名について、公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第８８条第８項及び９項に規定する通称の使用が認定さ

れた氏名（以下「通称名」という。）の使用、又は議員が婚姻、養子縁

組等の事由（以下「婚姻等」という。）により戸籍の氏を改めた後、引

き続き婚姻等の前の戸籍の氏（以下「旧姓」という。）を使用すること

について、必要な事項を定めるものとする。  

(議員履歴書) 

第２条  議員は、その任期が開始した後速やかに、氏名、生年月日、現住

所、本籍、電話番号、所属政党、職業、最終学歴等の身上について記載

した桶川市議会議員履歴書（様式第１号）を議長に提出しなければなら

ない。ただし、既に提出されている履歴書の記載内容に変更がない場合

はこの限りでない。  

２  前項の履歴書に記載された個人情報については、本人の承諾があった

もののみ公開する。  

(通称名等使用の届出等) 

第３条  議員は、第１条に規定する通称名又は旧姓（以下「通称名等」と

いう。）を使用しようするときは、通称名等使用届（様式第２号）を議

長に提出し承認を得なければならない。  

２  議長は、前項の使用届の提出があった場合において、議会の会議にお

ける議事整理上、又は議員としての活動上支障がないと認めるときは、

通称名等の使用を承認するものとする。  

３  第１項に規定する使用届については、市議会議員一般選挙後初議会の

招集日まで（補欠選挙の場合は、当該選挙後任期開始日まで）の間で、
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議会事務局長が定めた期限までに提出するものとする。ただし、婚姻等

により戸籍の氏を改めた後、引き続き旧姓を使用しようとする場合は、

この限りでない。  

(通称名等の使用廃止 ) 

第４条  議員は、通称名等の使用を廃止しようとするときは、通称名等使

用廃止届（様式第３号）を議長に提出しなければならない。  

２  前項の廃止届の提出があったとき、及び前条の承認を得た議員が議長

の職に就いたとき、又は議員の任期を満了したとき若しくは議員として

の身分を喪失したときは、前条の承認は、その効力を失う。  

 (その他) 

第５条  一般選挙後において議長が選出されていないときは、第２条から

第４条までの規定中「議長」とあるのは「議会事務局長」と読み替える

ものとする。  

２  この要綱に定めるもののほか、身上及び通称名等使用等の届出に関し

必要な事項は、議長が別に定める。  

附  則  

この要綱は、桶川市議会議員一般選挙施行日（平成２７年１１月１５日）

の翌日から施行する。  

 

 


